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流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(概要)
（物流総合効率化法の一部改正）

多様な関係者の連携により物流ネットワーク全体の省力化･効率化をさらに進める枠組みが必要

支援措置
主務大臣による基本方針策定と「総合効率化計画」の認定

改正前

モーダルシフト

地域内配送共同化

輸送機能と保管機能の連携

他社との混載や運行頻度の
改善等、各社それぞれで
行っていた輸送の共同化
により、過疎地域内の
ムダのない配送を実現

総合物流保管施設に
トラック営業所併設、
予約システム導入等
の輸送円滑化措置を
講じ、待機時間のない
トラック輸送を実現

大量輸送が可能で
環境負荷の少ない
鉄道・船舶も活用
した輸送

二以上の者の連携を前提に、輸送の効率化や共同化、輸送と保管の連携など、様々な
取組みを対象にできるよう、枠組みを柔軟化大規模で高機能な倉庫が必須

対
象
を
拡
充
・再
編

総合効率化計画の作成（事業者）

改正後

【例えば】

人口減少が見込まれ労働力不足が顕在化しつつある中、我が国産業の持続的成長と豊かな国民生活を支えていくことが、物流に強く求められている。

フェリーでトラック輸送をする際、ドライバーを乗船させず、トラックのみを輸送する（無人航走）

（Ａ事業者ドライバｰ） （Ｂ事業者ドライバｰ）

異業種の複数荷主が連携して必要な貨物量を確保し、貨物列車を運行
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宅配便事業者

貨客混載集落
の

中心
拠点

貨物輸送
の

「共同化」

周辺集落

過疎地等

共同集配

〇高速道路の
ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ等の
主要交通インフ
ラに近接

〇トラック営業所又はトラック予約受付システムを導入した物流施設

（トラック予約受付システム）
トラックドライバーが、物流施設内の
作業状況を確認して、到着時間を
予約できるシステム

総合物流保管施設 トラック営業所

〇輸送、保管、荷
さばき、流通加工
を一体的に行う総
合的な物流施設
（流通加工）

商品のラベル貼り、
箱詰め、部品等の
簡易な組み立て等

１．H28予算
【一般会計：（３8百万円）】
○モーダルシフト等推進事業
・計画策定経費補助
・ﾓｰﾀﾞﾙｼﾌﾄ等運行経費補助

【エネルギー対策特別会計（37億円）】
○物流分野におけるCO2削減対策促進事業
・シャーシ・コンテナ、共同輸配送用
車両等の購入補助

２．税制上の特例
※税制大綱において、物流総合効率化法の改正を前提に
次の措置を講じることとされている。

① 輸送連携型倉庫の建物整備
（所得･法人税 ５年間 割増償却10％）
（固定資産・都市計画税 5年間
倉庫：1/2 付属設備：3/4）

② 旅客鉄道による貨物輸送
貨物用車両、貨物搬送装置

(固定資産税 ５年間 2/3 等）

４．中小企業者に対する支援
・中小企業信用保証協会による債務保証の
上限の引き上げ等

６．事業開始における手続簡素化
・新規路線での貨物鉄道の運行、
カーフェリーの航路新設の許可みなし
・自社貨物に加えて、他社の貨物の輸送も
請け負う場合のトラック事業の許可みなし
・過疎地等の地域内配送の共同化のための
軽トラック事業の届出みなし
・自家用倉庫を輸送連携型倉庫に改修して
他業者に供用する際の倉庫業の登録みなし

等

３.立地規制に関する配慮
･市街化調整区域の開発許可の配慮等

５．食品生産業者等に対する支援
・食品流通構造改善促進機構による債務保証
等
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物流総合効率化法の施行スケジュール(想定)について

「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正
する法律案」参議院本会議で可決・成立

平成２８年
５月２日（月）

５月13日（金） 官報にて公布（平成２８年法律第３６号）
施行日：公布から６月以内で政令で定める日

政省令・基本方針パブリックコメント
７月中旬～
８月中旬頃

詳細な制度周知の開始８月～９月頃

９月上・中旬頃 関係政省令公布・基本方針告示

１０月１日 施行（予定） 3



生産性革命へ

「社会のベース」の生産性を
高めるプロジェクト

「未来型」投資・新技術で
生産性を高めるプロジェクト

「産業別」の生産性を
高めるプロジェクト

労働者の減少を上回る生産性の上昇が必要

我が国は人口減少時代を迎えているが、これまで成長を支えてきた労働者が減少しても、
トラックの積載率が４１％に低下する状況や道路移動時間の約４割が渋滞損失である状況
の改善など、労働者の減少を上回る生産性を向上させることで、経済成長の実現が可能。
そのため、本年を「生産性革命元年」とし、省を挙げて生産性革命に取り組む。

ねらいねらい

３つの切り口３つの切り口

経済成長 ← 生産性 ＋ 労働者等

生産性革命元年
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生産性革命プロジェクト１３

「社会のベース」
渋滞をなくすピンポイント対策と賢い料金

クルーズ新時代の港湾
コンパクト・プラス・ネットワーク

土地・不動産の最適活用
「産業別」
建設産業 i-Construction

住生活産業
造船業 i-Shipping

物流産業
トラック輸送

観光産業
「未来型」
科学的な道路交通安全対策

成長循環型の「質の高いインフラ」海外展開

生産性革命プロジェクト１３ －国土交通省生産性革命本部（本部長：石井大臣）決定生産性革命プロジェクト１３ －国土交通省生産性革命本部（本部長：石井大臣）決定

生産性革命元年
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オールジャパンで取り組む「物流生産性革命」の推進

・近年の我が国の物流は、トラック積載率が４１％に低下するなど様々な非効率が発生。生産性を向上させ、将来
の労働力不足を克服し、経済成長に貢献していくことが必要。
・そのため、①荷主協調のトラック業務改革、自動隊列走行の早期実現など「成長加速物流」、②受け取りやすい
宅配便など「暮らし向上物流」を推進し、物流事業の労働生産性を２割程度向上させることを目標とする。

80.4%

【再配達の発生割合】

約81万個

約333万個

再配達なし

（平成26年12月 宅配事業者3社によるサンプル調査）

再配達あり

19.6%

我が国の物流を取り巻く現状

（出典）国土交通省「自動車輸送統計年報」

■宅配便の約２割は再配達

（１） 移動時間・待ち時間のムダ、スペースのムダ等の様々なムダを大幅
に効率化し、生産性を向上。

→ 我が国産業と経済の成長を加速化（「成長加速物流」）

（２） 連携と先進技術で、利便性も生産性も向上。

→ 国民の暮らしを便利に（「暮らし向上物流」）

オールジャパンの物流力を結集し、物流を大幅に効率化・高度化する「物流生産性革命」を断行

させる。

【数値目標】

物流事業（トラック・内航海運・貨物鉄道事業の合計）の
就業者１人・１時間当たりの付加価値額※を
将来的に全産業平均並みに引き上げることを
目指して、2020年度までに２割程度向上させる。

※ 人件費、経常利益、租税公課、支払利息、施設使用料の合計

■天井高さ３ｍでは、７０％以上の
路線トラックが屋内駐車場に入れない

■１運行で２時間弱の
手待ち時間が発生

■トラックの輸送能力の
約６割は未使用

40.9%

■約４割の荷役業務で
対価が支払われていない

（出典：平成27年度 国土交通省・厚生労働省による実態調査）

料金収受率
１９．５％

現場での依頼
（９．５％）

料金収受率
７１．２％ 料金収受率

５４．０％

（料金収受率）

書面契約
（５８．２％）

事前口頭契約
（３２．３％）

対価の支払いなし 39.3%

生産性革命元年
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・協議会での課題抽出、対策の実施
・契約書面化の促進

【目標】
積載効率を約２割向上
（2014年度：40.9％→2020年度：50％）

移動時間・待ち時間のムダ、スペースのムダ等の様々なムダを大幅に効率化し、生産性を向上。

（１） 「成長加速物流」（取り組む施策の例）

① トラック物流の刷新

・ビッグデータを活用し、
気象や海象に応じた最適
な効率的運航を実現

・省エネ船の導入促進

・海上交通管制の一元化に
よる湾内の混雑緩和

・ふ頭再編による非効率な横持ち輸送の削減

・岸壁の確保による沖待ちの解消

・遠隔操作化等による荷役能力の向上

・受付自動化によるゲート処理の効率化

・海上輸送を可能とする
高度な鮮度保持技術の
開発・普及

・背高コンテナ対応の
低床鉄道貨車の開発

【目標】
雑貨貨物の内航海上輸送量を10％増加
(目標：2020年度）

【目標】
2016年度から2018年度までターミナル高度
化について実証事業を行い、早期の効果発
現を目指す

② コンテナ輸送の刷新 ③ 港湾の刷新～産業支援機能強化～ ④ 海運の刷新

【目標】
・農林水産物・食品の輸出額1兆円 （目標：2020年）

・2016年度に低床貨車の実証事業。早期事業化へ
・鉄道コンテナの平均積載率を80%まで向上させる
（目標：2020年度）

【目標】
・2016年度に設計・運用ガイドライン策定

【目標】
2020年以降のできるだけ
早期にトラックの隊列走行
を可能とすることを目指す

荷主協調のトラック業務改革 中継輸送を含む共同輸配送の促進 自動隊列走行の早期実現 ピンポイント渋滞対策、渋滞をなくす
賢い料金

物流を考慮した建築物の設計・運用の促進
（デザイン・フォー・ロジスティクス）

生産性革命元年
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宅配サービス等を活用した
手ぶら観光・手ぶら出張の環
境整備

連携と先進技術で、利便性も生産性も向上。

（２） 「暮らし向上物流」（取り組む施策の例）

【目標】
・2020年までに手ぶら観光カウンターを全主要交通結節点に設置。

・宅配便の再配達を削減するため、消費者と
宅配事業者・通販事業者間のコミュニケー
ション強化（配達時間の変更の容易化等）

・消費者の受取への積極的参加の推進

・受取方法の更なる多様化・利便性向上

・宅配便の再配達を削減するため、消費者と
宅配事業者・通販事業者間のコミュニケー
ション強化（配達時間の変更の容易化等）

・消費者の受取への積極的参加の推進

・受取方法の更なる多様化・利便性向上

【輸送スキーム例】

貨客混載

・買物支援
・高齢者の見守り
・直売所等への農産物の出荷代行

など

集落の
中心拠点

貨物輸送の
「共同化」

周辺集落（道の駅等の
「小さな拠点」）

生活支援
サービスとの
「複合化」

過疎地等

共同集配

宅配会社

宅配会社

商店（買物支援）
お困りごと

宅配会社

A社

B社

C社

・共同集配、貨客混載、生活支援サービスとの複合化等により輸送を
効率化・利便性を向上

・小型無人機（ドローン）による荷物配送を可能とするため、安
全確保を前提としつつ、必要な環境整備を加速し、関係者の取
組を後押し。

④ドローンによる荷物配送

【目標】
・今後、駅等公共スペースに新たに設置するロッカーは、原則と
して全ての宅配事業者、通販会社も利用可能なオープン型ロッ
カーとする。

② 身軽な旅行を実現する物流

③過疎地でも便利な物流

【目標】
地域内配送共同化の関係者連携のモデル事例を2020年度までに100事例創出

【目標】
早ければ2018年頃までに、ドローンを使った荷物配送を可能とする。

①受け取りやすい宅配便

生産性革命元年
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政府においては、2020年の農林水産物・食品の輸出額１兆円目標を前倒しして実現すること
を目指して、平成２８年２月設置の「農林水産業の輸出力強化ワーキンググループ（WG）」に
て、「農林水産業の輸出力強化戦略」（平成28年5月19日）が取りまとめられた。

「農林水産業の輸出力強化戦略」取りまとめ経緯等

（座長）
経済再生担当大臣

（副座長）
内閣官房長官／農林水産大臣／経済産業大臣

（構成員）
内閣官房副長官（政務及び事務）
内閣官房副長官補（内政担当）

（農林水産業輸出力強化等推進室長）
内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付）
内閣官房内閣審議官（農林水産業輸出力強化推進室次長）
外務省経済局長
財務省関税局長
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長
農林水産省大臣官房総括審議官
農林水産省食料産業局長
経済産業省通商政策局長
国土交通省大臣官房物流審議官
観光庁次長

（有識者）
大西洋 (株)三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長
岡田晃 (株)ＡＮＡ Ｃａｒｇｏ 代表取締役社長
木村敬 ＪＡ全農ミートフーズ(株) 代表取締役社長
小島順彦 三菱商事(株) 取締役会長
齋藤一志 (株)庄内こめ工房代表取締役
長尾裕 ヤマト運輸(株) 代表取締役社長
中山勇 (株)ファミリーマート代表取締役社長
西英司 北海道漁業協同組合連合会代表理事副会長
深澤守 一般社団法人青森県りんご輸出協会事務局長
茂木友三郎 キッコーマン(株) 取締役名誉会長

（五十音順：敬称略）

○内閣に「農林水産業・地域の活力創造本部」
の設置（本部長：内閣総理大臣）[H25.5]
農林水産業・地域が将来にわたって国の活力の源となり、持
続的に発展するため

○国別、品目別輸出戦略を速やかに実行するための
「輸出戦略実行委員会（※）の設置[H26.6]
※「輸出戦略実行委員会は、オールジャパンの輸出促進の司令塔
として、関係府省及び事業団体等により構成された委員会

「農林水産業の輸出力強化WG」のメンバー

今までの取組

輸出目標「2020年1兆円」の前倒しを目指す

農
林
水
産
業
・地
域
の
活
力
創
造
本
部
の
も
と
に
設
置

取り巻く情勢

○TPP協定署名 ○インバウンドの増加
○ユネスコ無形文化遺産登録「和食」
○主要輸出先国の輸入規制継続

｢

農
林
水
産
業
の
輸
出
力
強
化
戦
略
」の
策
定
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取りまとめられた「農林水産業の輸出力強化戦略」においては、生産物を海外に運ぶ際に、
「安く運ぶ」「より多く、品質を守って、運ぶ」ために、物流面の取組として、以下のような方向性
のもとに取りまとめられている。今後、輸出拠点の機能向上、荷物の大口化、鮮度保持等の
物流高度化に強力に取り組むことが期待されている。

農林水産業の輸出拡大に向けて、物流の課題と取組の方向

○民間の意欲的な取組への
支援
１．市場を知る、市場を耕す
（ニーズの把握・需要の掘り起こし）
２．生産者を海外につなぐ
（販路開拓、供給面の対応）

３．生産物を海外に運ぶ、海
外で売る （物流）

４．輸出の手間を省く、障壁を
下げる （輸出環境の整備）

５．戦略を確実に実行する
（推進体制）

○物流面での取組

○意欲ある農林漁業者や
食品事業者へのメッセージ

１．「国・地域別」の農林水産
物・食品の輸出拡大戦略

２．「品目別」の輸出力強化
に向けた対応方向

農林水産業の
輸出力強化戦略
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物流システムの国際標準化の推進に向けた取組

○ コールドチェーンや宅配サービス等の我が国物流事業者が有する質の高い物流システムの規格
化・国際標準化を推進し、もってアジア物流圏等における物流環境の改善に貢献するとともに、我
が国物流事業者の国際競争力の強化を図る。

＜「我が国物流システムの国際標準化の推進等に関する
連絡検討会の開催＞（平成28年３月～）

オールジャパンで日本の物流システムの国際標準化に向け
た取組を進めるため、物流事業者、業界団体、関係省庁等か
らなる検討会を設置。小口保冷輸送を対象に議論を開始。

○交通政策基本計画【平成27年２月閣議決定】

目標④我が国の技術とノウハウを活かした交通インフラ・
サービスをグローバルに展開する

○自動車、鉄道、海運、航空、物流、港湾等の各交通分野
について、安全面、環境面、効率面に関する我が国の規格、
基準、システム等の国際標準化を推進し、我が国の交通産
業の成長を目指す。

○今後の物流政策の基本的な方向性等について
【平成27年12月社会資本整備審議会・交通政策審議会答申】

（アジアにおける物流資機材や物流サービスの標準化）

我が国物流事業者が競争上の有利な地位を築いていくと
いう観点から、多頻度・小口配送や定時配送等といった顧
客ニーズに応じたきめ細やかなサービス、コールドチェーン、
宅配システム等我が国物流事業者が有する世界でも最高
水準のサービスやノウハウ等を基に、アジア諸国とともに
アジアの標準を積極的に形成していくことが重要である。こ
のため、我が国物流システムの規格化・国際標準化を主導
的に果たしていくような取組の検討が必要である。

国際標準化の位置づけ

日本発の
サービス・ノウハウ 連絡検討会による

意見・情報交換、調整

規格化・国際標準化 【効果】
・アセアン地域における物流の
質の向上
・日系事業者による市場獲得
や事業環境の改善

物流分野においても、官民連携で
物流システムの国際標準化に取り組む必要

我が国物流事業者の
競争上の優位な地位を構築 11



＜熊本地震＞各避難所までのプッシュ型支援物資輸送イメージ

内閣府 防災情報のページ（４月下旬時点） より
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全

国

各

地

幹線輸送

【トラック】
全日本トラック協会等が手配
（メーカー等の手配もあり）

【鉄道】
○JR貨物
臨時列車運行

○JR貨物・全国通運連盟
寄贈品について、無料輸
送を実施

【海運】
フェリー、RORO船、コンテ
ナ船の各事業者が実施

【航空】
JAL・ANA等が実施

※上記の拠点の他、プッシュ型について福岡市中央
卸売市場青果市場跡地も水の搬入場所として稼働。
※支援物資の輸送は自衛隊も実施。

ﾌｨｰﾀﾞｰ輸送

市

町

村

搬

入

拠

点

【日本通運 鳥栖営業所】
（食料）

【ﾔﾏﾄ運輸 ﾛｼﾞｸﾛｽ福岡久山】
（食料以外）

プッシュ型支援物資の
搬入・搬出拠点 物

流
事
業
者

熊本県からの要請を受け、以下の３か所の
営業倉庫が支援物資の保管場所を提供
・ 熊本製粉（株） 西合志倉庫
・ 阪南運輸倉庫（株） 熊本営業所
・ 野田林業（株） 上熊本倉庫

物流
事業者 各

避

難

所

物流
事業者

物資拠点

【佐川急便】
避難所への輸送を実施
※この他、熊本県等トラック協
会も緊急物資輸送を手配

○ 国土交通省は、物流事業者の協力を得て、①支援物資を輸送する体制の確保、②支援物資拠点
の確保 を実施。

支援物資の輸送

※内閣府に設置された物資調達・輸送班や現地対策本部、熊本県庁等に国土交通省の職員を派遣するとともに、物流事業者に従業員の派遣を要請し、物資拠点の
立ち上げや物資調達省庁からの輸送要請、避難所への物資供給に係る情報収集等に対応。
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